
問合せ
プレミアム付商品券担当（内線1912）

〈非課税者〉
　対象となる可能性の高い方には８月
に申請書を送付しました。申請書が届
いていない場合でも、対象になること
があります。
　詳しくは、問い合わせてください。
対象　次のいずれにも該当する方
●１月１日現在、市内に住民登録がある
●令和元年度分の市民税（均等割）が
非課税で課税者の扶養親族になってい
ない
申請期限　11月29日
〈子育て世帯〉
　該当する世帯へ直接購入引換券を送
付していますので申請は不要です。
対象　平成28年４月２日～令和元年９
月30日に生まれた子がいる世帯

プレミアム付商品券の
申請はお早めに

単
に
手
続
き
が
で
き
ま
す
。

＊
詳
し
く
は
、
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

●
市
税
に
つ
い
て
＝
税
務
課
（
内
線
３

７
１
２
）

●
道
税
に
つ
い
て
＝
札
幌
道
税
事
務
所

税
務
管
理
部
（
☎
204
〜
５
０
８
３
）

冬
期
間
の
北
広
島
霊
園

　

冬
期
間
、
車
両
の
通
行
止
め
と
霊
園

内
の
水
道
の
閉
栓
を
行
い
ま
す
。

　

墓
参
り
を
す
る
時
は
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。

◆
車
両
通
行
止
め

12
月
２
日
㈪
〜
令
和
２
年
３
月
中
旬

◆
水
道
の
閉
栓

11
月
５
日
㈫
〜
令
和
２
年
４
月
下
旬

問
合
せ　

環
境
課
（
内
線
４
１
１
４
）

11
月
９
日
は
１
１
９
番
の
日

　

消
防
活
動
や
救
急
救
助
活
動
は
、
一

分
一
秒
を
争
い
ま
す
。
通
報
の
仕
方
を

再
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

●
通
報
は
安
全
な
場
所
か
ら
、
落
ち
着

い
て
正
確
に

●
火
災
か
救
急
か
を
は
っ
き
り
言
う

●
場
所
は
、
市
町
村
名
か
ら
正
し
く
、

詳
し
く

●
目
印
に
な
る
建
物
や
公
園
な
ど
を
伝

え
る

●
通
報
者
の
名
前
と
、
か
け
て
い
る
電

話
番
号
を
言
う

会
場　

団
地
住
民
セ
ン
タ
ー

内
容　

国
の
行
政
機
関
な
ど
の
仕
事（
年

金
・
道
路
・
登
記
・
窓
口

サ
ー
ビ
ス
）
に
つ
い
て
の

苦
情
・
意
見
な
ど

相
談
員　

行
政
相
談
委
員

問
合
せ　

市
民
課
（
内
線
２
３
０
３
）

巡
回
子
ど
も
の
権
利
相
談

日
時
・
会
場　

●
11
月
２
日
㈯
＝
大
曲
児
童
セ
ン
タ
ー

●
11
月
15
日
㈮
＝
団
地
児
童
セ
ン
タ
ー

●
11
月
17
日
㈰
＝
輪
厚
児
童
セ
ン
タ
ー

い
ず
れ
も
午
前
10
時
〜
午
後
４
時
30
分

（
11
月
15
日
だ
け
正
午
ま
で
）

内
容　

友
人
・
親
子
関
係
な
ど
、
子
ど

も
の
権
利
に
関
す
る
こ
と

＊
誰
で
も
相
談
で
き
ま
す
。
直
接
、
会

場
に
来
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

子
ど
も
家
庭
課
（
内
線
２
２

１
３
）

住
み
替
え
支
援
セ
ミ
ナ
ー

　

高
齢
者
の
住
ま
い
や
住
み
替
え
後
の

住
宅
に
つ
い
て
の
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し

ま
す
。
気
軽
に
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

日
程　

11
月
８
日
㈮

時
間
・
内
容

●
午
後
１
時
〜
２
時
15
分
＝
第
１
部「
高

齢
者
住
宅
へ
の
住
み
替
え
」

●
午
後
２
時
30
分
〜
３
時
30
分
＝
第
２

部
「
住
み
替
え
後
の
住
宅
の
活
用
や
処

分
」

会
場　

夢
プ
ラ
ザ

問
合
せ　

市
民
参
加･

住
宅
施
策
課（
内

線
４
１
２
２
）

私
道
の
除
雪
補
助

　

私
道
を
管
理
す
る
団
体
に
除
雪
費
用

の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

対
象　

冬
期
間
、
一
般
の
通
行
に
利
用

さ
れ
て
い
る
私
道
の
除
雪
を
、
業
者
と

契
約
し
て
実
施
す
る
私
道
の
管
理
団
体

申
込
み　

11
月
18
日
ま
で
に
土
木
事
務

所
（
内
線
６
１
０
１
）

地
方
税
ポ
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム

「
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
」

　

エ
ル
タ
ッ
ク
ス
（eLTAX

）
は
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
法
人
道
民
税
・

事
業
税
・
地
方
法
人
特
別
税
、
法
人
市

民
税
な
ど
の
地
方
税
の
申
告
や
届
け
出

を
行
う
シ
ス
テ
ム
で
す
。
窓
口
に
行
か

な
く
て
も
自
宅
や
事
務
所
な
ど
か
ら
簡

●
携
帯
電
話
で
通
報
し
た
と
き
は
、
し

ば
ら
く
電
源
を
切
ら
ず
に
そ
の
場
に
い

る
（
消
防
か
ら
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
）

＊
け
が
人
や
病
人
が
重
篤
の
場
合
は
、

電
話
口
で
応
急
処
置
の
方
法
を
伝
え
ま

す
。
救
急
車
が
到
着
す
る
ま
で
の
間
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

＊
１
１
９
番
は
消
防
車
や
救
急
車
を
必

要
と
し
て
い
る
方
の
た
め
の
番
号
で
す
。

緊
急
時
以
外
は
左
記
を
利
用
し
て
く
だ

さ
い
。

◆
災
害
案
内　

☎
３
７
２
〜
１
１
５
５

◆
病
院
案
内　

☎
３
７
２
〜
５
０
５
０

問
合
せ　

消
防
署（
☎
373
〜
９
０
９
９
）

相
　
談

行
政
相
談

日
時　

11
月
12
日
㈫　

午
後
１
時
30
分

〜
３
時
30
分

広告

広告掲載を希望する方は、総合商研㈱（☎780-5703）へお問い合わせください。
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